
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
二
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
九
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六

条
並
び
に
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
八
条
第
一
項
の
届
出
）

第
一
条
　
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
事
業
主
（
以
下
「
一

般
事
業
主
」
と
い
う
。
）
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
人
数

三
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
日

四
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
計
画
期
間

五
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
る
際
に
把
握
し
た
そ
の
事
業
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
の
分
析
の
概
況

六
　
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
に
よ
り
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
標
及
び
当
該
取
組
の
内
容
の
概
況

七
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
労
働
者
へ
の
周
知
の
方
法

八
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
公
表
の
方
法

九
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
内
容

十
　
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の
方
法

（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
の
把
握
等
）

第
二
条
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
が
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
そ

の
事
業
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
に
関
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
第
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
雇
用
管
理
区
分
（
職
種
、
資
格
、
雇
用
形
態
、
就
業
形
態
等
の
労
働
者
の
区
分
で
あ
っ
て
、
当
該
区
分
に
属
し
て
い
る
労
働
者
に

つ
い
て
他
の
区
分
に
属
し
て
い
る
労
働
者
と
は
異
な
る
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
設
定
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
の
状
況
を
、
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
者
に
係
る

状
況
及
び
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握

す
る
と
き
は
、
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
状
況
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
採
用
し
た
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

二
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
及
び
同
一
の
使
用
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
二
以
上
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
契
約
期
間
の
始
期
の
到
来
前
の
も
の
を
除
く
。
）
の

契
約
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
五
年
を
超
え
る
労
働
者
に
限
る
。
）
の
男
女
の
平
均
継
続
勤
務
年
数
の
差
異

三
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
数
等
の
労
働
時
間
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労

働
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
健
康
管
理
時
間
。
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況

四
　
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
（
以
下
「
管
理
職
」
と
い
う
。
）
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

五
　
女
性
の
応
募
者
（
募
集
に
応
じ
て
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
を
採
用
し
た
女
性
労
働
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数
及
び
男
性
の
応
募
者
の
数
を
採
用
し
た
男
性
労
働
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数
（
第

十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
男
女
別
の
採
用
に
お
け
る
競
争
倍
率
」
と
い
う
。
）

六
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
第
八
条
第
一
項
第

一
号
イ
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

七
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
配
置
の
状
況

八
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
将
来
の
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
教
育
訓
練
の
受
講
の
状
況

九
　
管
理
職
、
男
性
労
働
者
（
管
理
職
を
除
く
。
）
及
び
女
性
労
働
者
（
管
理
職
を
除
く
。
）
の
配
置
、
育
成
、
評
価
、
昇
進
及
び
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
そ
の
他
の
職
場
風
土
等
に
関
す
る
意
識
（
派
遣
労
働
者
に
あ
っ
て

は
、
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
そ
の
他
の
職
場
風
土
等
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
　
十
事
業
年
度
前
及
び
そ
の
前
後
の
事
業
年
度
に
採
用
し
た
女
性
労
働
者
（
新
た
に
学
校
若
し
く
は
専
修
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
新
た
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第

一
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施
設
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
（
以
下
「
新
規
学
卒
者
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
雇
い
入
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

数
に
対
す
る
当
該
女
性
労
働
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
数
の
割
合
並
び
に
十
事
業
年
度
前
及
び
そ
の
前
後
の
事
業
年
度
に
採
用
し
た
男
性
労
働
者
（
新
規
学
卒
者
等
と
し
て
雇
い
入
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

数
に
対
す
る
当
該
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
数
の
割
合
（
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
男
女
別
の
継
続
雇
用
割
合
」
と
い
う
。
）

十
一
　
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
で
あ
っ
て
出
産
し
た
も
の
の
数
に
対
す
る
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
で
あ
っ
て
育
児
休
業
（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
も
の
の
数
の
割
合
及
び
そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
配
偶
者
が
出
産
し
た
も
の
の
数
に
対
す
る
そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働

者
で
あ
っ
て
育
児
休
業
を
し
た
も
の
の
数
の
割
合
（
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
の
取
得
期
間
の
平
均
期
間

十
二
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
（
育
児
休
業
を
除
く
。
）
の
利
用
実
績

十
三
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
の
制
度
、
在
宅
勤
務
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
勤
務
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
資
す
る
制
度
の
利
用
実
績

1



十
四
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
数
等
の
労
働
時
間
の
状
況

十
五
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
有
給
休
暇
（
以
下
「
有
給
休
暇
」
と
い
う
。
）
の
日
数
に
対
す
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
取
得
し
た
有
給
休
暇
の
日
数
の
割
合
（
第

十
九
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
及
び
ト
に
お
い
て
「
有
給
休
暇
取
得
率
」
と
い
う
。
）

十
六
　
各
職
階
の
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
及
び
役
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合

十
七
　
事
業
年
度
の
開
始
の
日
に
お
け
る
各
職
階
の
女
性
労
働
者
の
数
に
対
す
る
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
に
属
し
て
い
た
各
職
階
か
ら
一
つ
上
位
の
職
階
に
昇
進
し
た
女
性
労
働
者
の
数
の
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
及
び
事
業
年
度
の

開
始
の
日
に
お
け
る
各
職
階
の
男
性
労
働
者
の
数
に
対
す
る
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
に
属
し
て
い
た
各
職
階
か
ら
一
つ
上
位
の
職
階
に
昇
進
し
た
男
性
労
働
者
の
数
の
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合

十
八
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
の
人
事
評
価
の
結
果
に
お
け
る
差
異

十
九
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
に
関
す
る
相
談
窓
口
へ
の
相
談
状
況

二
十
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
職
種
の
転
換
又
は
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
雇
用
形
態
の
転
換
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
男
女
別
の
雇
入
れ
の
実
績

二
十
一
　
男
女
別
の
再
雇
用
（
定
年
後
の
雇
入
れ
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
新
規
学
卒
者
等
及
び
定
年
後
の
者
以
外
の
者
の
雇
入
れ
（
以
下
「
中
途
採
用
」
と
い
う
。
）
の
実
績

二
十
二
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
職
種
若
し
く
は
雇
用
形
態
の
転
換
を
し
た
者
、
再
雇
用
を
し
た
者
又
は
中
途
採
用
を
し
た
者
を
管
理
職
へ
登
用
し
た
実
績

二
十
三
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
通
常
の
労
働
者
を
除
く
。
）
の
男
女
別
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
向
け
た
研
修
の
受
講
の
状
況

二
十
四
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異

２
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
（
前
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
を
除
く
。
）
が
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
事
業
に
お
け
る
女
性
の
職

業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
に
関
し
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
同
項
第
五
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
同
項
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握
す
る
と
き
は
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
者

に
係
る
状
況
及
び
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
状
況
を
、
必
要
に
応
じ
て
同
項
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握
す
る
と
き
は
、
雇
用

管
理
区
分
ご
と
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
二
項
で
把
握
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
以
下
「
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
」
と

い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
目
標
）

第
二
条
の
二
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
目
標
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
量
的
に
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
を
選
択
し
、
当
該
事
項
に
関
連
す
る
目
標
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
事
業
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
関

す
る
状
況
を
把
握
し
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
に
改
善
す
べ
き
事
情
に
つ
い
て
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
勘
案
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
関
す
る
取
組
の
い
ず
れ
か
一
方
が
既
に
進
ん
で
お

り
、
他
の
区
分
に
関
す
る
取
組
を
集
中
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
区
分
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
二
以
上
の
事
項
を
選
択
し
、
当
該
事
項
に
関
連
す
る
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
そ
の
雇
用
し
、
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
女
性
労
働
者
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供
　
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
資
す
る
雇
用
環
境
の
整
備
　
前
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
法
第
八
条
第
四
項
の
周
知
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
へ
掲
示
す
る
こ
と
、
書
面
を
労
働
者
へ
交
付
す
る
こ
と
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
て
労
働
者
へ
送
信
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
五
項
の
公
表
の
方
法
）

第
四
条
　
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
七
項
の
届
出
）

第
五
条
　
第
一
条
の
規
定
は
、
法
第
八
条
第
七
項
の
届
出
を
行
う
一
般
事
業
主
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
準
用
）

第
六
条
　
第
二
条
の
規
定
は
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
一
般
事
業
主
に
つ
い
て
、
第
三
条
の
規
定
は
法
第
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
周
知
を
行
う
一
般
事
業
主
に
つ
い
て
、
第
四
条
の
規
定
は
法
第
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
行
う
一
般
事
業
主
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
法
第
九
条
の
申
請
）

第
七
条
　
法
第
九
条
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
一
般
事
業
主
は
、
基
準
適
合
一
般
事
業
主
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
、
当
該
一
般
事
業
主
が
同
条
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
、

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
九
条
の
認
定
の
基
準
等
）

第
八
条
　
法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
一
般
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
又
は
二
の
事
項
に
該
当
し
、
該
当
す
る
事
項
の
実
績
を
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
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（ｉ）
　
雇
用
管
理
区
分
ご
と
に
算
出
し
た
直
近
の
三
事
業
年
度
ご
と
に
労
働
者
の
募
集
（
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
る
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
（
ｉ
）
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
女
性
の
応
募
者
の
数
を
当
該
募
集
で
採
用
し
た
女
性
労
働
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
三
事
業
年
度
に
お
い
て
平
均
し
た
数
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
が
雇
用
管
理
区
分
ご
と

に
算
出
し
た
直
近
の
三
事
業
年
度
ご
と
に
労
働
者
の
募
集
に
対
す
る
男
性
の
応
募
者
の
数
を
当
該
募
集
で
採
用
し
た
男
性
労
働
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
三
事
業
年
度
に
お
い
て
平
均
し
た
数
よ
り
も
そ
れ
ぞ
れ
低

い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
雇
用
管
理
区
分
に
属
す
る
労
働
者
の
数
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
お
お
む
ね
十
分
の
一
に
満
た
な
い
雇
用
管
理
区
分
が
あ
る
場
合
は
、
職
務
の
内
容
等
に
照
ら
し
、
類
似

の
雇
用
管
理
区
分
と
合
わ
せ
て
一
の
区
分
と
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
雇
用
形
態
が
異
な
る
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
。

（ｉｉ）
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
通
常
の
労
働
者
に
雇
用
管
理
区
分
を
設
定
し
て
い
な
い
一
般
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
（
イ
）
に
該
当
す
る
こ
と
。

（イ）
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
が
産
業
ご
と
の
通
常
の
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
（
当
該
平
均
値
が
四
割
を
超
え
る
産
業
に
あ
っ

て
は
四
割
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
の
基
幹
的
な
雇
用
管
理
区
分
に
お
け
る
通
常
の
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
が
産
業
ご
と
の
通
常
の
労
働
者
の
基
幹
的
な
雇
用
管
理
区
分
に
お

け
る
通
常
の
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
（
当
該
平
均
値
が
四
割
を
超
え
る
産
業
に
あ
っ
て
は
四
割
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
（
ｉ
ｉ
）
は
、
直
近
の
事
業
年
度
に
お
い
て
（
ｉ
）
で
定
め
る
割
合
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
般
事
業
主
に
限
る
こ
と
。

（ｉ）
　
雇
用
管
理
区
分
ご
と
に
算
出
し
た
そ
の
雇
用
す
る
男
性
労
働
者
（
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
（
ｉ
）
及
び
（
ｉ
ｉ
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
平

均
継
続
勤
務
年
数
に
対
す
る
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
（
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
（
ｉ
）
及
び
（
ｉ
ｉ
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
平
均
継
続

勤
務
年
数
の
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
七
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
雇
用
管
理
区
分
ご
と
に
算
出
し
た
十
事
業
年
度
前
及
び
そ
の
前
後
の
事
業
年
度
に
採
用
し
た
女
性
労
働
者
（
新
規
学
卒
者
等
と
し
て
雇
い
入
れ
た
者
に
限

る
。
）
の
数
に
対
す
る
当
該
女
性
労
働
者
で
あ
っ
て
直
近
の
事
業
年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
数
の
割
合
を
十
事
業
年
度
前
及
び
そ
の
前
後
の
事
業
年
度
に
採
用
し
た
男
性
労
働
者
（
新
規
学
卒
者
等

と
し
て
雇
い
入
れ
た
者
に
限
る
。
）
の
数
に
対
す
る
当
該
男
性
労
働
者
で
あ
っ
て
直
近
の
事
業
年
度
に
お
い
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
数
の
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
八
以
上
で
あ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
雇
用
管
理
区
分
に
属
す
る
労
働
者
の
数
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
お
お
む
ね
十
分
の
一
に
満
た
な
い
雇
用
管
理
区
分
が
あ
る
場
合
は
、
職
務
の
内
容
等
に
照
ら
し
、
類
似
の
雇

用
管
理
区
分
と
合
わ
せ
て
一
の
区
分
と
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（ｉｉ）
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
女
性
の
通
常
の
労
働
者
の
平
均
継
続
勤
務
年
数
が
産
業
ご
と
の
女
性
の
通
常
の
労
働
者
の
平
均
継
続
勤
務
年
数
の
平
均
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
労
働
基
準
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
、
同
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
、
同
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

労
働
す
る
労
働
者
、
同
法
第
四
十
一
条
各
号
に
該
当
す
る
労
働
者
及
び
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
を
除
く
。
）
一
人
当
た
り
の
各
月
ご
と
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
合
計
時
間
数

を
雇
用
管
理
区
分
ご
と
に
算
出
し
た
も
の
が
、
直
近
の
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
全
て
四
十
五
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
雇
用
管
理
区
分
に
属
す
る
労
働
者
の
数
が
そ
の
雇
用
す
る
労

働
者
の
数
の
お
お
む
ね
十
分
の
一
に
満
た
な
い
雇
用
管
理
区
分
が
あ
る
場
合
は
、
職
務
の
内
容
等
に
照
ら
し
、
類
似
の
雇
用
管
理
区
分
と
合
わ
せ
て
一
の
区
分
と
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（４）
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
が
産
業
ご
と
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
直
近
の
三
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
各
事
業
年
度
の
開
始
の
日

に
課
長
級
よ
り
一
つ
下
の
職
階
に
あ
っ
た
女
性
労
働
者
の
数
に
対
す
る
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
長
級
に
昇
進
し
た
女
性
労
働
者
の
数
の
割
合
を
当
該
三
事
業
年
度
に
お
い
て
平
均
し
た
数
を
直
近
の
三
事
業
年
度
ご
と

に
当
該
各
事
業
年
度
の
開
始
の
日
に
課
長
級
よ
り
一
つ
下
の
職
階
に
あ
っ
た
男
性
労
働
者
の
数
に
対
す
る
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
長
級
に
昇
進
し
た
男
性
労
働
者
の
数
の
割
合
を
当
該
三
事
業
年
度
に
お
い
て
平
均
し

た
数
で
除
し
て
得
た
割
合
が
十
分
の
八
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（５）
　
直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
一
般
事
業
主
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
一
以
上
の
事
項
、
一
般
事
業
主
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が

三
百
人
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
二
以
上
の
事
項
（
通
常
の
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
雇
用
し
、
又
は
労
働
者
派
遣
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い
う
。
）
の
役
務
の
提
供
を

受
け
る
一
般
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
（
ｉ
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
（
（
ｉ
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
以
上
の
事
項
）
の
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

（ｉ）
　
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
（
通
常
の
労
働
者
を
除
く
。
）
の
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
又
は
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
女
性
の
派
遣
労
働
者
の
通
常
の
労
働
者
と
し
て
の
雇
入
れ

（ｉｉ）
　
女
性
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
資
す
る
よ
う
行
わ
れ
る
雇
用
管
理
区
分
間
の
転
換
（
（
ｉ
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（ｉｉｉ）
　
女
性
の
再
雇
用
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

（ｉｖ）
　
女
性
の
中
途
採
用
（
お
お
む
ね
三
十
歳
以
上
の
者
を
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
一
般
事
業
主
が
該
当
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
に
定
め
ら
れ
た
当
該
事
項
に
関
す
る
取
組
を
実
施
し
、
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
二
年
以
上
連
続
し
て
当
該
事
項
の
実
績
が
改
善
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
に
即
し
て
適
切
な
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
た
こ
と
。

ニ
　
策
定
し
た
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
つ
い
て
、
適
切
に
公
表
及
び
労
働
者
へ
の
周
知
を
し
た
こ
と
。

ホ
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

（１）
　
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
を
行
い
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
（
当
該
辞
退
の
日
前
に
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
の
状
況
が
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・
均
等
局
長
が
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
辞
退
の
申
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。
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（２）
　
職
業
安
定
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
第
一
条
で
定
め
る
規
定
の
違
反
に
関
し
、
法
律
に
基
づ
く
処
分
、
公
表
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
（
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年

労
働
省
令
第
十
二
号
）
第
四
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
求
人
の
申
込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

（３）
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
一
般
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
三
又
は
四
の
事
項
に
該
当
し
、
該
当
す
る
事
項
の
実
績
を
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
一
般
事
業
主
が
該
当
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
に
定
め
ら
れ
た
当
該
事
項
に
関
す
る
取
組
を
実
施
し
、
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
二
年
以
上
連
続
し
て
当
該
事
項
の
実
績
が
改
善
し
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
前
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

三
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
一
般
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
そ
の
実
績
を
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
九
条
の
認
定
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
事
業
主
の
類
型
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
一
項
の
商
品
等
）

第
九
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
商
品

二
　
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物

三
　
商
品
、
役
務
又
は
一
般
事
業
主
の
広
告

四
　
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
用
い
る
書
類
又
は
通
信

五
　
一
般
事
業
主
の
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場

六
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
情
報

七
　
労
働
者
の
募
集
の
用
に
供
す
る
広
告
又
は
文
書

（
法
第
十
二
条
の
申
請
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
一
般
事
業
主
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
一
般
事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
基
準
適
合
認
定
一
般
事
業
主
認
定
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に
、
当
該
認

定
一
般
事
業
主
が
法
第
十
二
条
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
二
条
の
認
定
の
基
準
等
）

第
九
条
の
三
　
法
第
十
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
に
即
し
て
適
切
な
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
た
こ
と
。

二
　
策
定
し
た
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
つ
い
て
、
適
切
に
公
表
及
び
労
働
者
へ
の
周
知
を
し
た
こ
と
。

三
　
策
定
し
た
一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
認
定
一
般
事
業
主
が
法
第
十
二
条
の
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
近
に
そ
の
計
画
期
間
が
終
了
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
計
画
期
間
が
二
年
以
上
五
年
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
取
組

を
実
施
し
、
当
該
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
を
達
成
し
た
こ
と
。

四
　
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
業
務
を
担
当
す
る
者
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護

を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
を
担
当
す
る
者
を
選
任
し
て
い
る
こ
と
。

五
　
第
八
条
第
一
号
イ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
及
び
（
５
）
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
（
２
）
（
ｉ
）
中
「
十
分
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
八
」
と
、
「
十
分
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
十

分
の
九
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
が
産
業
ご
と
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
値
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

値
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
産
業
ご
と
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
値
が
百
分
の
十
五
以
下
で
あ
る
場
合
　
百
分
の
十
五
（
直
近
の
三
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
各
事
業
年
度
の
開
始
の
日
に
課
長
級
よ
り

一
つ
下
の
職
階
に
あ
っ
た
女
性
労
働
者
の
数
に
対
す
る
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
長
級
に
昇
進
し
た
女
性
労
働
者
の
数
の
割
合
を
当
該
三
事
業
年
度
に
お
い
て
平
均
し
た
数
を
直
近
の
三
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
各
事
業
年

度
の
開
始
の
日
に
課
長
級
よ
り
一
つ
下
の
職
階
に
あ
っ
た
男
性
労
働
者
の
数
に
対
す
る
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
長
級
に
昇
進
し
た
男
性
労
働
者
の
数
の
割
合
を
当
該
三
事
業
年
度
に
お
い
て
平
均
し
た
数
で
除
し
て
得
た

割
合
が
十
分
の
十
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
産
業
計
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
）

（２）
　
産
業
ご
と
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
の
平
均
値
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
値
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
場
合
　
（
ｉ
）
又
は
（
ｉ
ｉ
）
の
い
ず
れ
か
大
き
い
値

（ｉ）
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
通
常
の
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
値

（ｉｉ）
　
百
分
の
四
十

七
　
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
八
以
上
の
事
項
を
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

八
　
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
た
こ
と
。
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九
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
法
第
十
二
条
の
申
請
を
行
っ
た
日
よ
り
前
に
第
三
号
の
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
を
容
易
に
達
成
で
き
る
目
標
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
を
行
い
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
（
当
該
辞
退
の
日
前
に
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け

る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
の
状
況
が
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・
均
等
局
長
が
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
辞
退
の
申
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

ハ
　
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
（
２
）
又
は
（
３
）
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
法
第
十
三
条
第
二
項
の
公
表
）

第
九
条
の
四
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
、
前
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
績
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
す
る
申
出
）

第
九
条
の
五
　
認
定
一
般
事
業
主
又
は
特
例
認
定
一
般
事
業
主
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
一
般
事
業
主
を
い
う
。
）
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
対
し
、
法
第
九
条
又
は
第
十
二
条
の
認
定
に
つ
い
て
辞
退
の
申

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
承
認
中
小
事
業
主
団
体
）

第
十
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
承
認
中
小
事
業
主
団
体
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
協
同
組
合
及
び
事
業
協
同
組
合
小
組
合
並
び
に
協
同
組
合
連
合
会

二
　
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

三
　
商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会

四
　
商
店
街
振
興
組
合
及
び
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会

五
　
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
中
央
会

六
　
生
活
衛
生
同
業
組
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
事
業
主
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の

七
　
酒
造
組
合
及
び
酒
造
組
合
連
合
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
た
る
酒
類
製
造
業
者
の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
事
業
主
で
あ
る
も
の

（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
一
般
社
団
法
人
の
要
件
）

第
十
一
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
が
中
小
事
業
主
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
十
二
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
相
談
及
び
援
助
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
ず
れ
も
実
施
し
、
又
は
実
施
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
に
関
し
必
要
な
労
働
者
の
確
保
を
容
易
に
す
る
た
め
の
事
例
の
収
集
及
び
提
供
に
係
る
事
業

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
に
関
し
必
要
な
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
に
お
け
る
雇
用
管
理
そ
の
他
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
、
相
談
及
び
助
言
そ
の

他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

二
　
前
号
の
事
業
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
そ
の
構
成
員
で
あ
る
中
小
事
業
主
（
次
号
に
お
い
て
「
構
成
中
小
事
業
主
」
と
い
う
。
）
の
三
分
の
一
以
上
が
、
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

四
　
構
成
中
小
事
業
主
の
委
託
を
受
け
て
労
働
者
の
募
集
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
募
集
に
係
る
労
働
条
件
そ
の
他
の
募
集
の
内
容
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
労
働
者
の
利
益
に
反
し
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
承
認
中
小
事
業
主
団
体
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
前
条
の
基
準
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
を
経
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
四
条
　
法
第
十
六
条
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
募
集
に
係
る
も
の
は
、
承
認
中
小
事
業
主
団
体
の
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
承
認
中
小
事
業
主
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を
募
集
地
域
と
す
る
募
集

二
　
承
認
中
小
事
業
主
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
以
外
の
地
域
（
当
該
地
域
に
お
け
る
労
働
力
の
需
給
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
を
除
く
。
）
を
募
集
地
域
と
す
る
募
集

（
当
該
業
種
に
お
け
る
労
働
力
の
需
給
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
業
種
に
属
す
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
募
集
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
の
数
が
百
人
（
一
の
都
道

府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
募
集
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
の
数
が
三
十
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
三
十
人
）
未
満
の
も
の

（
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
十
六
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
募
集
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
募
集
時
期

三
　
募
集
地
域

四
　
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
募
集
に
係
る
労
働
者
が
処
理
す
る
も
の
の
内
容

五
　
募
集
職
種
及
び
人
員

六
　
賃
金
、
労
働
時
間
、
雇
用
期
間
そ
の
他
の
募
集
に
係
る
労
働
条
件
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（
法
第
十
六
条
第
四
項
の
届
出
の
手
続
）

第
十
六
条
　
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
の
承
認
中
小
事
業
主
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
を
募
集
地
域
と
す
る
募
集
、
当
該
区
域
以
外
の
地
域
を
募
集
地
域
と
す
る
募
集
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
自
県
外
募
集
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
第
十
四
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
自
県
外
募
集
で
あ
っ
て
同
号
に
該
当
し
な
い
も
の
の
別
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
承
認
中
小
事
業
主
団
体
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
（
そ
の
公
共
職
業
安
定
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
組
織

規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
七
百
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
取
り
扱
う
公
共
職
業
安
定
所
）
の
長
を
経
て
、
第
十
四
条
の
募
集
に
あ
っ
て
は
同
条
の
都
道
府
県
労
働
局
長
に
、
そ
の
他
の
募
集
に
あ

っ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
届
出
の
様
式
そ
の
他
の
手
続
は
、
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
労
働
者
募
集
報
告
）

第
十
七
条
　
法
第
十
六
条
第
四
項
の
募
集
に
従
事
す
る
承
認
中
小
事
業
主
団
体
は
、
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
様
式
に
従
い
、
毎
年
度
、
労
働
者
募
集
報
告
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
末
日
ま
で
（
当

該
年
度
の
終
了
前
に
労
働
者
の
募
集
を
終
了
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
終
了
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
）
に
前
条
第
二
項
の
届
出
に
係
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
八
条
　
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
中
小
事
業
主
団
体
に
委
託
し
て
労
働
者
の
募
集
を
行
う
中
小
事
業
主
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
条
第
一
項
の
情
報
の
公
表
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
区
分
ご
と
に
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
及
び
第
二
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
一
般
事
業
主
が
適
切
と
認
め
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
公

表
す
る
と
と
も
に
、
第
一
号
リ
に
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
雇
用
し
、
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
女
性
労
働
者
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供
に
関
す
る
実
績

イ
　
採
用
し
た
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

ロ
　
男
女
別
の
採
用
に
お
け
る
競
争
倍
率

ハ
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

ニ
　
係
長
級
に
あ
る
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

ホ
　
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合

ヘ
　
役
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合

ト
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
職
種
の
転
換
又
は
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
別
の
雇
用
形
態
の
転
換
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
男
女
別
の
雇
入
れ
の
実
績

チ
　
男
女
別
の
再
雇
用
（
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
中
途
採
用
（
お
お
む
ね
三
十
歳
以
上
の
者
を
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
績

リ
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異

二
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
資
す
る
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
実
績

イ
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
に
限
る
。
）
の
男
女
の
平
均
継
続
勤
務
年
数
の
差
異

ロ
　
男
女
別
の
継
続
雇
用
割
合

ハ
　
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率

ニ
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
（
労
働
基
準
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
、
同
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
、
同
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労

働
す
る
労
働
者
、
同
法
第
四
十
一
条
各
号
に
該
当
す
る
労
働
者
及
び
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
並
び
に
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
を
除
く
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
人
当
た
り
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
一
月
当
た
り
の
合
計
時
間
数

ホ
　
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
及
び
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
一
人
当
た
り
の
時
間
外
労
働
及
び
休
日
労
働
の
一
月
当
た
り
の
合
計
時
間
数

ヘ
　
有
給
休
暇
取
得
率

ト
　
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
有
給
休
暇
取
得
率

２
　
一
般
事
業
主
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ト
並
び
に
同
項
第
二
号
ハ
、
ホ
及
び
ト
に
掲
げ
る
事
項
は
、
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
実
績
を
、
同
項
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
事

項
は
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
者
に
係
る
実
績
及
び
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
実
績
を
、
そ
れ
ぞ
れ
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
雇
用
管
理
区
分
に
属
す
る
労
働
者
の
数
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働

者
の
数
の
お
お
む
ね
十
分
の
一
に
満
た
な
い
雇
用
管
理
区
分
が
あ
る
場
合
は
、
職
務
の
内
容
等
に
照
ら
し
、
類
似
の
雇
用
管
理
区
分
と
合
わ
せ
て
一
の
区
分
と
し
て
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３
　
一
般
事
業
主
は
、
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
そ
の
雇
用
し
、
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
女
性
労
働
者
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供
に
資
す
る
社
内
制
度
の
概
要

二
　
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
資
す
る
社
内
制
度
の
概
要

４
　
一
般
事
業
主
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
公
表
し
た
日
を
明
ら
か
に
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
女
性
の
求
職
者
等
が
容

易
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
二
十
条
第
二
項
の
情
報
公
表
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
一
般
事
業
主
が
適
切
と
認
め
る
も
の
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
法
第
二
十
条
第
三
項
の
情
報
公
表
）

第
二
十
条
の
二
　
第
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
条
第

一
項
中
「
公
表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
一
条
　
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
並
び
に
第
三
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
法
第
十
一
条
、
第
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
規
定
す
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
事
業
主
が
行
っ
た
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
申
請
に
係
る
同
条
の
認
定
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
（
１
）
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
中
小
事
業
主
（
整
備
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
事
業
主
を
い
う
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
短
時
間
労
働
者
及

び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
七
条
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
第
四
条
並
び
に
第
十
条
に
よ
る
改
正
後

の
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
短
時
間
労

働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
七
条
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
第
四
条
並
び
に
第
十
条
に
よ
る
改
正
前
の
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
第
二
条
及
び
第
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
の
規
定
　
令
和
二
年
四
月
一
日
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二
　
第
二
条
の
規
定
　
令
和
四
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
は
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の

推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
で
前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
日
前
に
そ
の
計
画
期
間
が
開
始
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
は
、
新
令
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
を
行
っ
た
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
中
に
新
令
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
事
業

主
行
動
計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
策
定
又
は
変
更
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
同
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
に
よ
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定

又
は
変
更
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
一
般
事
業
主
に
よ
る
女
性
の
職
業
選
択
に
資
す
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
令
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
以
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報

の
公
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式
第
一
号
（
第
七
条
関
係
）
（
第
一
面
か
ら
第
五
面
ま
で
）

様式第一号(第七条関係)(第一面から第五面まで) 

(A4)  

基準適合一般事業主認定申請書 

申請年月日    令和  年  月  日 

  都道府県労働局長 殿 

 

(ふりがな)                

一般事業主の氏名又は名称                

(ふりがな)                

(法人の場合)代表者の氏名                

主 た る 事 業  (大分類：     )    

※製造業のみ記入(中分類：     )  

住 所 〒              

電 話 番 号                

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条の認定を受けたいので、下記のとお

り申請します。 

 

記 

1．現在取り組んでいる一般事業主行動計画 

 (1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日    平成・令和  年  月  日 

 (2) 一般事業主行動計画策定届の届出先                労働局長 

 (3) 計画期間  平成・令和  年  月  日  ～  令和  年  月  日 

2．常時雇用する労働者の数           人 

      男性労働者の数           人 

      女性労働者の数           人 

3．女性の職業生活における活躍に関する状況(直近の事業年度をXとする。以下同じ。) 

 (1) 採用に関する状況(i又はiiのうちいずれかを記入) 

  (i) 男女別の採用における競争倍率 

   ① 直近の3事業年度の男女別の採用における競争倍率(記載要領7を参照) 

  直 近 の 3事 業

年度の平均 
雇用管理区分 

女性の競争倍率

(A) 

男性の競争倍率

(B) 
(A)×0.8＝(C) 

  

(X)年度～ 

(X－2)年度の平均 
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   ② (①の(C)が(B)以上の事業主のみ記入) 

  
  雇用管理区分 

女性の競争倍率

(A) 

男性の競争倍率

(B) 
(B)／(A) 

  

(X)年度～ 

(X－2)年度の平均 

        

        

①の前年度までの

3事業年度の平均 

(X－1)年度～ 

(X－3)年度の平均 

        

        

①の前々年度までの

3事業年度の平均 

(X－2)年度～ 

(X－4)年度の平均 

        

        

  

  認定申請の担当部局名     

(ふりがな) 

担当者の氏名 

  

  (ii) 女性労働者の割合(①及び②いずれも記入。通常の労働者に雇用管理区分を設定し

ていない場合は、①のみを記入。)(記載要領8を参照) 

   ① 通常の労働者に占める女性労働者の割合 

    (イ) 直近の事業年度の通常の労働者に占める女性労働者の割合 

  
直近の事業年度 

通常の労働者に占める

女性労働者の割合(A) 
  産業平均値(B) 

  

(X)年度       

    (ロ) (①の(A)が(B)未満(又は4割未満)の事業主のみ記入) 

     ①の直前の

2事業年度 

通常の労働者に占める

女性労働者の割合(A) 

  

(X－1)年度 
  

(X－2)年度 
  

   ② 通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合 

    (イ) 直近の事業年度の通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者

に占める女性労働者の割合 

  

直近の事業年度 
  基幹的な

雇用管理区分 

通常の労働者に

占める女性労働者

の割合(A) 

  産業平均値(B) 

  

(X)年度         
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    (ロ) (①の(A)が(B)未満(又は4割未満)の事業主のみ記入) 

  
 ①の直前の

2事業年度 

  基幹的な

雇用管理区分 

通常の労働者に

占める女性労働者

の割合(A) 

  

(X－1)年度 
    

(X－2)年度 
    

 (2) 継続就業に関する状況(i又はiiのうちいずれかを記入。iiは、iで定める割合を算出す

ることができない場合に限る。) 

  (i) 男女別の平均継続勤務年数(①又は②のうちいずれかを記入) 

   ① 男女別の平均継続勤務年数(記載要領9を参照) 

    (イ) 直近の事業年度における男女別の平均継続勤務年数 

  
直近の事業年度 雇用管理区分 

女性の平均継続

勤務年数(A) 

男性の平均継続

勤務年数(B) 
(A)／(B)＝(C) 

  

(X)年度 

        

        

    (ロ) (①の(C)が0.7未満の事業主のみ記入) 

   ①の直前の

2事業年度 
雇用管理区分 

女性の平均継続

勤続年数(A) 

男性の平均継

続勤務年数(B) 
(A)／(B)＝(C) 

  

(X－1)年度 

        

        

(X－2)年度 

        

        

   ② 男女別の継続雇用割合(記載要領10を参照) 

    (イ) 直近の事業年度における10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働

者の男女別の継続雇用割合 

  
直近の事業年度 雇用管理区分 

女性の継続雇用

割合(A) 

男性の継続雇用

割合(B) 
(A)／(B)＝(C) 

  

(X)年度 
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    (ロ) (①の(C)が0.8未満の事業主のみ記入) 

   ①の直前の

2事業年度 
雇用管理区分 

女性の継続雇用

割合(A) 

男性の継続雇用

割合(B) 
(A)／(B)＝(C) 

  

(X－1)年度 

        

        

(X－2)年度 

        

        

  (ii) 女性労働者の平均継続勤務年数(記載要領11を参照) 

   ① 直近の事業年度の女性の通常の労働者の平均継続勤務年数 

  
直近の事業年度 

 女性の通常の労働者の

平均継続勤務年数(A) 
  産業平均値(B) 

  

(X)年度       

   ② (①の(A)が(B)未満の事業主のみ記入) 

     ①の直前の

2事業年度 

 女性の通常の労働者の

平均継続勤務年数(A) 

  

(X－1)年度 
  

(X－2)年度 
  

 (3) 時間外労働及び休日労働に関する状況 

  ① 直近の事業年度における労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合

計時間数 

  直 近 の 事

業年度 
雇用管理区分 各月の時間外労働及び休日労働の時間数 

  

(X)年度 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 

            

7月 8月 9月 10月 11月 12月 

            

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 

            

7月 8月 9月 10月 11月 12月 
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  ② (①の時間外労働及び休日労働の合計時間数が45時間以上の月がある事業主のみ記入) 

  
 ①を含む直近の

3事業年度 
雇用管理区分 

時間外労働及び休日

労働の時間数が月45

時間以上の月数 

一人当たりの時間外

労働及び休日労働の

一月当たりの時間数 

  

(X)年度 

(※①の事業年度) 

      

      

(X－1)年度 

      

      

(X－2)年度 

      

      

 (4) 管理職に関する状況(i又はiiのうちいずれかを記入) 

  (i) 管理職に占める女性労働者の割合(記載要領12、13を参照) 

   ① 直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合 

  
直近の事業年度 

  管理職に占める

女性労働者の割合 
  産業平均値 

  

(X)年度       

   ② (①の割合が産業平均値未満である事業主のみ記入) 

  
①の直前の2事業年度 

  管理職に占める

女性労働者の割合 

  

(X－1)年度 
  

(X－2)年度 
  

  (ii) 課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合(記載要領14を参照) 

   ① 直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合 

  直近の3事業年度 女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B) (A)／(B)＝(C)   

(X)年度～ 

(X－2)年度の平均 
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   ② (①の(C)が0.8未満である事業主のみ記入) 

    女性の昇進割合(A) 男性の昇進割合(B) (A)／(B)＝(C)   

①の前年度までの

3事業年度の平均 

(X－1)年度～ 

(X－3)年度の平均 

      

①の前々年度までの

3事業年度の平均 

(X－2)年度～ 

(X－4)年度の平均 

      

 (5) 多様なキャリアコースに関する状況(記載要領15を参照) 

   直近の事業年度における通常の労働者への転換等、中途採用及び再雇用の状況 

  直近の3事業年度 実施した措置 人数   

(X)年度～ 

(X－2)年度 

ア 通常の労働者への転換、派遣労働者の

雇入れ 

  

イ キャリアアップに資するような雇用管

理区分間の転換 

  

ウ 女性の通常の労働者としての再雇用

(定年後の再雇用を除く。) 

  

エ おおむね30歳以上の女性の通常の労働

者としての中途採用 

  

4．3において基準を満たした項目について当該実績を公表した日(該当するもののみを記入) 

  項目名 実績を厚生労働省のウェブサイトに公表した日   

(1) 採用に関する状況 平成・令和  年  月  日 

(2) 継続就業に関する状況 平成・令和  年  月  日 

(3) 時間外労働及び休日労働に関する状況 平成・令和  年  月  日 

(4) 管理職に関する状況 平成・令和  年  月  日 

(5) 多様なキャリアコース 平成・令和  年  月  日 
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5．3において基準を満たさなかった項目に係る取組の実施状況を公表した日(該当するものの

みを記入) 

  

項目名 

措置の分類(3(5)の

アからエまでの該当す

る措置を記入) 

取組状況を厚生労働省のウェブサ

イトに公表した日 

  

(1) 採用に関する状況   平成・令和  年  月  日 

(2) 継続就業に関する状況 平成・令和  年  月  日 

(3) 時間外労働及び休日労働

に関する状況 
平成・令和  年  月  日 

(4) 管理職に関する状況 平成・令和  年  月  日 

(5) 多様なキャリアコース 
  平成・令和  年  月  日 

  平成・令和  年  月  日 

  

(注) 次の①から④までの書類を添付すること。 

 ① 計画期間に申請年月日を含む一般事業主行動計画の写し 

 ② ①の行動計画の労働者への周知及び公表を行っていることを明らかにする書類(公表先の

ウェブサイトの画面を印刷した書類等)であってその日付が分かるもの 

 ③ 3の実績を明らかにする書類(都道府県労働局長が求める資料の写し) 

 ④ 4及び5の公表を明らかにする書類(公表先の厚生労働省のウェブサイトの画面を印刷した

書類)であってその日付が分かるもの 
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様
式
第
一
号
（
第
七
条
関
係
）
（
第
六
面
）

様式第一号(第七条関係)(第六面) 

 (記載要領) 

 1．「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合一般事業主認定申請書を提出する

年月日を記載すること。 

 2．「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」欄の

主たる事業については、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類

及び中分類)を記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、住所については主

たる事務所の所在地を、電話番号については主たる事務所の電話番号を記載すること。 

 3．「1．(1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日」欄は、計画期間に申請年月日を

含む一般事業主行動計画について、都道府県労働局長に一般事業主行動計画策定届(以

下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。 

 4．「1．(2) 一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、3の届出書を提出した都道府

県労働局長の都道府県名を記載すること。 

 5．「1．(3) 計画期間」欄は、3の一般事業主行動計画の期間の初日及び末日を記載す

ること。 

 6．「3．女性の職業生活における活躍に関する状況」欄については、 

  (1) 記載欄が足りない場合には、該当する内容を別紙に記載して提出すること。 

  (2) 雇用管理区分の名称は、通常事業所において称している名称を記載すれば足りる

こと。なお、同一の雇用管理区分に属する労働者の数が、事業主が雇用する労働者

の数のおおむね一割に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、

類似の雇用管理区分と合わせて算出することができること(雇用形態が異なる場合を

除く。)。 

 7．「3．(1) 採用に関する状況」欄の「競争倍率」とは、労働者の募集(期間の定めの

ない労働契約を締結する労働者を雇い入れることを目的とするものに限る。)に対する

応募者の数を当該募集で採用した労働者の数で除して得た数をいうこと。 

 8．「3．(1)(ii) 女性労働者の割合」欄の「産業平均値」とは、日本標準産業分類に掲

げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働省雇用環境・均等局

長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値をいうこと。 

 9．「3．(2)(i)① 男女別の平均継続勤務年数」欄は、期間の定めのない労働契約を締

結している労働者の平均継続勤務年数を記載すること。 

 10．「3．(2)(i)② 男女別の継続雇用割合」欄の「継続雇用割合」とは、対象事業年度

から見て10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者(新規学卒等として雇

い入れたものであって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。)の

数に対する当該労働者であって対象事業年度において引き続き雇用されているものの数

の割合をいうこと。 

 11．「3．(2)(ii) 女性労働者の平均継続勤務年数」欄の「産業平均値」とは、日本標

準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働省雇

用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平

均値をいうこと。
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 12．「3．(4) 管理職に関する状況」欄の「管理職」とは、「課長級」及びそれより上

位の役職にある労働者をいうこと。また、「課長級」とは、次の①又は②に該当する者

をいうこと。 

  ① 事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2つの係以上からな

り、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長 

  ② 同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及

び責任の程度が「課長」に相当する者 

 13．「3．(4)(i) 管理職に占める女性労働者の割合」欄の「産業平均値」とは、日本標

準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働省雇

用環境・均等局長が別に定める産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値を

いうこと。 

 14．「3．(4)(ii) 課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」欄の「課長級

より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」とは、各事業年度の開始の日に課長級よ

り一つ下の職階にあった労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した

労働者の数の割合をいうこと。 

 15．「3．(5) 多様なキャリアコースに関する状況」欄は、該当する措置を○で囲み、

該当人数を記載すること。また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主につい

ては、アからエまでのうち1つ以上の事項、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業

主については、アからエまでのうち2つ以上の事項(通常の労働者以外の労働者を雇用し、

又は労働者派遣の役務の提供を受ける事業主にあっては、アを必ず含む。)について記

載する必要があること。 
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